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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分散型価値交換システムにおける情報処理デバイスの動作方法であって、前記情報処理
デバイスは、前記分散型価値交換システムにおける複数のユーザの間で価値交換を行うこ
とを容易にし、
　前記情報処理デバイスは、
　前記複数のユーザと通信するように構成された通信手段と、
　複数の登録ユーザに対して提供される複数の口座を格納するように構成された格納手段
であって、前記複数の口座は、前記分散型価値交換システムにおける価値を含み、前記複
数の口座の各々は、口座残高を格納することが可能である、格納手段と、
　処理手段と
　を含み、
　前記動作方法は、
　前記処理手段が、第１のユーザに対する口座を前記分散型価値交換システムに登録する
ステップであって、前記登録することは、前記第１のユーザの識別情報を前記格納手段に
格納することによって行われ、前記第１のユーザの識別情報は、電子登録の間に、前記第
１のユーザよって前記情報処理デバイスに通信される、ステップと、
　前記通信手段が、前記格納手段に格納するために、前記第１のユーザから第１の通信情
報を受信するステップであって、前記第１の通信情報は、第２のユーザの既存の識別子と
、前記第１のユーザと前記第２のユーザとの間で交換されるべき価値とを含み、前記第２
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のユーザの既存の識別子は、前記分散型価値交換システムから独立して前記第２のユーザ
との通信を可能にする、ステップと、
　前記処理手段が、前記第２のユーザが前記価値交換システムに登録されているかどうか
を決定するステップと
　前記通信手段が、前記価値交換システムに登録するように、前記第２のユーザに命令を
送信し、前記処理手段が、前記第２のユーザから受信された前記命令に対する応答に基づ
いて、前記第２のユーザに対する、カスタマイズされたアクセスのレベルを有する口座を
前記分散型価値交換システムに登録するステップであって、前記カスタマイズされたアク
セスのレベルは、前記命令に応答して前記第２のユーザから受信された情報の量に基づい
ており、前記命令を送信するステップは、前記第２のユーザが前記価値交換システムに登
録されていないということを前記処理手段が決定した場合に実行される、ステップと、
　前記通信手段が、前記格納されている第１の通信情報に基づいて、第２の通信情報を前
記第２のユーザに送信するステップであって、前記第２の通信情報は、交換されるべき価
値を含む、ステップと、
　前記処理手段が、前記通信された交換されるべき価値に基づいて、前記第１のユーザの
口座と前記第２のユーザとの間で価値交換を開始するステップと
　を含む、動作方法。
【請求項２】
　前記処理手段が、第２のユーザに対する口座を前記分散型価値交換システムに登録する
ステップは、前記第２のユーザの既存の識別子を、前記格納手段に格納することを含む、
請求項１に記載の動作方法。
【請求項３】
　前記処理手段が、前記第１のユーザの口座と前記第２のユーザとの間で前記通信された
価値を転送するステップをさらに含む、請求項１に記載の動作方法。
【請求項４】
　前記第１のユーザと前記第２のユーザとの間で交換されるべき前記通信された価値は、
換金可能な証書の形式で前記第２のユーザによって受信可能である、請求項３に記載の動
作方法。
【請求項５】
　前記第１のユーザと前記第２のユーザとの間で交換されるべき前記通信された価値は、
デビットカードを介して、前記第２のユーザによって受信可能である、請求項３に記載の
動作方法。
【請求項６】
　前記第１のユーザと前記第２のユーザとの間で交換されるべき前記通信された価値は、
前記第２のユーザによって受信可能であり、かつ、取引証明書に含まれ、
　前記方法は、
　前記処理手段が、前記第１のユーザと前記第２のユーザとの間で交換されるべき前記通
信された価値を第３のユーザに転送するステップをさらに含む、請求項３に記載の動作方
法。
【請求項７】
　前記第２のユーザの既存の識別子は、電話番号である、請求項１に記載の動作方法。
【請求項８】
　前記第２のユーザの既存の識別子は、電子メールアドレスである、請求項１に記載の動
作方法。
【請求項９】
　前記第１の通信情報を受信するステップは、
　前記分散型価値交換システムにおける前記第１のユーザのモバイルクライアントデバイ
スが、前記第１のユーザの口座と前記第２のユーザの口座との間の価値交換を開始するス
テップと、
　前記モバイルクライアントデバイスが、前記第１のユーザと前記分散型価値交換システ
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ムとの間の接続を確立するステップと、
　前記モバイルクライアントデバイスが、前記第１のユーザと前記第２のユーザとの間で
交換されるべき価値を前記情報処理デバイスに送信するステップと
　をさらに含む、請求項１に記載の動作方法。
【請求項１０】
　前記価値交換を開始するステップは、
　前記第１のユーザの前記モバイルクライアントデバイスと前記第２のユーザのモバイル
クライアントデバイスとの間に通信リンクを確立することを含む、請求項９に記載の動作
方法。
【請求項１１】
　前記第１の通信情報は、モバイル通信デバイスを用いて前記第１のユーザによって前記
通信手段に通信される、請求項１に記載の動作方法。
【請求項１２】
　前記モバイル通信デバイスは、携帯情報端末機器である、請求項１１に記載の動作方法
。
【請求項１３】
　前記モバイル通信デバイスは、電話である、請求項１１に記載の動作方法。
【請求項１４】
　前記モバイル通信デバイスは、送受信可能なポケットベルである、請求項１１に記載の
動作方法。
【請求項１５】
　前記第１の通信情報は、無線ネットワークを介して、前記モバイル通信デバイスから受
信される、請求項１１に記載の動作方法。
【請求項１６】
　前記モバイル通信デバイスは、切断可能なデバイスである、請求項１１に記載の動作方
法。
【請求項１７】
　前記処理手段が、前記第１のユーザと前記第２のユーザとの間で交換されるべき前記通
信された価値を第１の形式から第２の形式に変換するステップをさらに含む、請求項１に
記載の動作方法。
【請求項１８】
　前記第１の形式は、第１の通貨であり、前記第２の形式は、第２の通貨である、請求項
１７に記載の動作方法。
【請求項１９】
　前記処理手段が、前記第１のユーザと前記第２のユーザとの間で交換されるべき前記通
信された価値を、前記価値交換が完了するまで第三者預託当事者に第三者預託して保持す
るステップをさらに含む、請求項１に記載の動作方法。
【請求項２０】
　非対称暗号方式が、前記価値交換を安全に行うために適用される、請求項１に記載の動
作方法。
【請求項２１】
　分散型取引システムにおける情報処理デバイスの動作方法であって、前記情報処理デバ
イスは、前記分散型取引システムにおける複数のユーザの間で価値交換を行うことを容易
にし、
　前記情報処理デバイスは、
　前記複数のユーザと通信するように構成された通信手段と、
　複数の登録ユーザに対して提供される複数の口座を格納するように構成された格納手段
であって、前記複数の口座は、前記分散型取引システムにおける価値を含み、前記複数の
口座の各々は、口座残高を格納することが可能である、格納手段と、
　処理手段と
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　を含み、
　前記情報処理デバイスは、
　前記通信手段が、価値を第２のユーザと交換するための命令を第１のユーザから受信す
るステップであって、前記第１のユーザは、前記分散型取引システムの登録ユーザであり
、前記命令は、前記第２のユーザの既存の識別子と、前記第１のユーザと前記第２のユー
ザとの間で交換されるべき価値とを含み、前記第２のユーザの既存の識別子は、前記分散
型取引システムから独立して前記第２のユーザとの通信を可能にする、ステップと、
　前記通信手段が、前記第２のユーザに前記価値交換を通知するステップと、
　前記処理手段が、前記第２のユーザが前記価値交換システムに登録されているかどうか
を決定し、前記第２のユーザが前記分散型取引システムに登録されていないということを
前記処理手段が決定した場合に、前記通信手段が、前記価値交換システムに登録するよう
に、前記第２のユーザに命令を送信し、前記処理手段が、前記第２のユーザから受信され
た前記命令に対する応答に基づいて、前記格納手段に格納するために、前記第２のユーザ
に対する、カスタマイズされたアクセスのレベルを有する口座を作成することによって、
前記第２のユーザを前記分散型取引システムに登録するステップであって、前記カスタマ
イズされたアクセスのレベルは、前記命令に応答して前記第２のユーザから受信された情
報の量に基づいている、ステップと、
　前記処理手段が、前記第１のユーザの口座と前記第２のユーザの口座との間で価値を転
送するステップと
　を実行する、動作方法。
【請求項２２】
　前記識別子は、電子メールアドレスである、請求項２１に記載の動作方法。
【請求項２３】
　前記既存の識別子は、電話番号である、請求項２１に記載の動作方法。
【請求項２４】
　前記命令は、前記第１のユーザによって操作されるモバイル通信デバイスを介して受信
される、請求項２１に記載の動作方法。
【請求項２５】
　命令を格納したコンピュータ読み取り可能な格納媒体であって、前記命令がコンピュー
タによって実行されると、前記命令は、分散型価値交換システムにおける複数のユーザの
間で価値交換を行うことを容易にする方法を実行することを前記コンピュータに行わせ、
　前記コンピュータは、
　前記複数のユーザと通信するように構成された通信手段と、
　複数の登録ユーザに対して提供される複数の口座を格納するように構成された格納手段
であって、前記複数の口座は、前記分散型価値交換システムにおける価値を含み、前記複
数の口座の各々は、口座残高を格納することが可能である、格納手段と、
　処理手段と
　を含み、
　前記コンピュータは、
　前記処理手段が、第１のユーザに対する口座を前記分散型価値交換システムに登録する
ステップであって、前記登録することは、前記第１のユーザの識別情報を前記格納手段に
格納することによって行われ、前記第１のユーザの識別情報は、電子登録の間に、前記第
１のユーザよって前記コンピュータに通信される、ステップと、
　前記通信手段が、前記格納手段に格納するために、前記第１のユーザから第１の通信情
報を受信するステップであって、前記第１の通信情報は、第２のユーザの既存の識別子と
、前記第１のユーザと前記第２のユーザとの間で交換されるべき価値とを含み、前記第２
のユーザの既存の識別子は、前記分散型価値交換システムから独立して前記第２のユーザ
との通信を可能にする、ステップと、
　前記通信手段が、前記格納されている第１の通信情報に基づいて、第２の通信情報を前
記第２のユーザに送信するステップであって、前記第２の通信情報は、交換されるべき価
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値を含む、ステップと、
　前記処理手段が、前記第２のユーザが前記価値交換システムに登録されているかどうか
を決定し、前記第２のユーザが前記分散型取引システムに登録されていないということを
前記処理手段が決定した場合に、前記通信手段が、前記価値交換システムに登録するよう
に、前記第２のユーザに命令を送信し、前記処理手段が、前記第２のユーザから受信され
た前記命令に対する応答に基づいて、前記格納手段に格納するために、前記第２のユーザ
に対する、カスタマイズされたアクセスのレベルを有する口座を作成することによって、
前記第２のユーザを前記分散型取引システムに登録するステップであって、前記カスタマ
イズされたアクセスのレベルは、前記ユーザに送信された前記命令に応答にして前記第２
のユーザから受信された情報の量に基づいている、ステップと、
　前記処理手段が、前記通信された交換されるべき価値に基づいて、前記第１のユーザの
口座と前記第２のユーザとの間で価値交換を開始するステップと
　を実行する、コンピュータ読み取り可能な格納媒体。
【請求項２６】
　命令を格納したコンピュータ読み取り可能な格納媒体であって、前記命令がコンピュー
タによって実行されると、前記命令は、分散型取引システムにおける複数のユーザの間で
価値交換を行うことを容易にする方法を実行することを前記コンピュータに行わせ、
　前記コンピュータは、
　前記複数のユーザと通信するように構成された通信手段と、
　複数の登録ユーザに対して提供される複数の口座を格納するように構成された格納手段
であって、前記複数の口座は、前記価値交換システムにおける価値を含み、前記複数の口
座の各々は、口座残高を格納することが可能である、格納手段と、
　処理手段と
　を含み、
　前記方法は、
　前記通信手段が、価値を第２のユーザと交換するための命令を第１のユーザから受信す
るステップであって、前記第１のユーザは、前記分散型取引システムの登録ユーザであり
、前記命令は、第２のユーザの既存の識別子と、前記第１のユーザと前記第２のユーザと
の間で交換されるべき価値とを含み、前記第２のユーザの既存の識別子は、前記分散型取
引システムから独立して前記第２のユーザとの通信を可能にする、ステップと、
　前記通信手段が、前記第２のユーザに前記価値交換を通知するステップと、
　前記処理手段が、前記第２のユーザが前記価値交換システムに登録されているかどうか
を決定し、前記第２のユーザが前記分散型取引システムに登録されていないということを
前記処理手段が決定した場合に、前記通信手段が、前記価値交換システムに登録するよう
に、前記第２のユーザに命令を送信し、前記処理手段が、前記格納手段に格納するために
、前記第２のユーザに対する、カスタマイズされたアクセスのレベルを有する口座を作成
することによって、前記第２のユーザを前記分散型取引システムに登録するステップであ
って、前記カスタマイズされたアクセスのレベルは、前記ユーザに送信された前記命令に
応答して前記第２のユーザから受信された情報の量に基づいている、ステップと、
　前記処理手段が、前記第１のユーザの口座と前記第２のユーザの口座との間で価値を転
送するステップと
　を含む、コンピュータ読み取り可能な格納媒体。
【請求項２７】
　分散型取引システムを介して複数のユーザの間で価値交換を行うことを容易にするコン
ピュータ実装方法であって、
　前記コンピュータは、
　前記複数のユーザと通信するように構成された通信手段と、
　複数の登録ユーザに対して提供される複数の口座を格納するように構成された格納手段
であって、前記複数の口座は、前記分散型取引システムにおける価値を含み、前記複数の
口座の各々は、口座残高を格納することが可能である、格納手段と、
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　処理手段と
　を含み、
　前記方法は、
　前記通信手段が、格納のために、第２のユーザに通知することなく、前記分散型取引シ
ステムに送信した第１のユーザから、価値交換取引を示す第１の情報を受信するステップ
であって、前記第１のユーザは、前記システムに登録されており、前記第２のユーザは、
前記システムに登録されておらず、前記取引は、前記第２のユーザに関連し、前記取引は
、前記第２のユーザの既存の識別子と、前記第１のユーザと前記第２のユーザとの間で交
換されるべき価値とをさらに含み、前記第２のユーザの既存の識別子は、前記分散型取引
システムから独立して前記第２のユーザとの通信を可能にする、ステップと、
　前記通信手段を用いて前記第２のユーザに前記価値交換を電子的に通知するステップと
、　前記処理手段が、前記第２のユーザが前記分散型取引システムに登録されていないと
いうことを決定し、前記第２のユーザが前記分散型取引システムに登録されていないとい
うことを前記処理手段が決定した場合に、前記通信手段が、前記分散型取引システムに登
録するように、前記第２のユーザに命令を送信するステップと、
　前記第２のユーザから受信された前記送信された命令に対する応答に基づいて、前記処
理手段が、前記第２のユーザを前記分散型取引システムに登録するステップであって、前
記処理手段は、前記第２のユーザを前記分散型取引システムの前記格納手段に格納されて
いる、カスタマイズされたアクセスのレベルを有する口座に割り当てることによって、前
記第２のユーザを前記分散型取引システムに登録し、前記カスタマイズされたアクセスの
レベルは、前記命令に応答して前記第２のユーザから受信された情報の量に基づいている
、ステップと、
　前記処理手段が、前記交換されるべき価値に基づいて借方または貸方に記入するように
、前記第１のユーザおよび前記第２のユーザに関連付けられて格納されている口座情報を
処理することによって、交換されるべき価値を交換するステップと
　を含む、方法。
【請求項２８】
　命令を格納したコンピュータ読み取り可能な格納媒体であって、前記命令がコンピュー
タによって実行されると、前記命令は、分散型取引システムを介して複数のユーザの間で
価値交換を行うことを容易にする方法を実行することを前記コンピュータに行わせ、
　前記コンピュータは、
　前記複数のユーザと通信するように構成された通信手段と、
　複数の登録ユーザに対して提供される複数の口座を格納するように構成された格納手段
であって、前記複数の口座は、前記分散型取引システムにおける価値を含み、前記複数の
口座の各々は、口座残高を格納することが可能である、格納手段と、
　処理手段と
　を含み、
　前記方法は、
　前記通信手段が、格納のために、第２のユーザに通知することなく、前記分散型取引シ
ステムに送信した第１のユーザから、価値交換取引を示す第１の情報を受信するステップ
であって、前記第１のユーザは、前記システムに登録されており、前記第２のユーザは、
前記システムに登録されておらず、前記取引は、前記第２のユーザに関連し、前記取引は
、前記第２のユーザの既存の識別子と、前記第１のユーザと前記第２のユーザとの間で交
換されるべき価値とをさらに含み、前記第２のユーザの既存の識別子は、前記分散型取引
システムから独立して前記第２のユーザとの通信を可能にする、ステップと、
　前記通信手段を用いて前記第２のユーザに前記価値交換を電子的に通知するステップと
、
　前記処理手段が、前記第２のユーザが前記分散型取引システムに登録されていないとい
うことを決定し、前記第２のユーザが前記分散型取引システムに登録されていないという
ことを前記処理手段が決定した場合に、前記通信手段が、前記分散型取引システムに登録
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するように、前記第２のユーザに命令を送信するステップと、
　前記第２のユーザから受信された前記送信された命令に対する応答に基づいて、前記処
理手段が、前記第２のユーザを前記分散型取引システムに登録するステップであって、前
記処理手段は、前記第２のユーザを前記分散型取引システムの前記格納手段に格納されて
いる、カスタマイズされたアクセスのレベルを有する口座に割り当てることによって、前
記第２のユーザを前記分散型取引システムに登録し、前記カスタマイズされたアクセスの
レベルは、前記命令に応答して前記第２のユーザから受信された情報の量に基づいている
、ステップと、
　前記処理手段が、前記交換されるべき価値に基づいて借方または貸方に記入するように
、前記第１のユーザおよび前記第２のユーザに関連付けられて格納されている口座情報を
処理することによって、交換されるべき価値を交換するステップと
　を含む、コンピュータ読み取り可能な格納媒体。
【請求項２９】
　前記第２のユーザの既存の識別子は、前記第２のユーザの電子メールアドレスであり、
前記第２のユーザは、前記電子メールアドレスによってのみ識別可能であり、
　前記第２のユーザが前記分散型価値交換システムに登録されていない場合には、前記第
２の通信情報は、どのように登録するかを示す前記第２のユーザのための詳細をさらに含
み、
　前記方法は、前記処理手段が、前記第１のユーザの口座と前記第２のユーザとの間で前
記通信された価値を転送するステップをさらに含む、請求項１に記載の動作方法。
【請求項３０】
　前記処理手段が、預託された価値に基づいて前記第１のユーザに関連付けられて格納さ
れている口座情報を調整するステップをさらに含み、前記預託された価値は、前記通信手
段によって前記第１のユーザから受信され、前記預託された価値は、クレジットカードに
よって提供され、
　前記調整するステップは、前記受信するステップの前に実行される、請求項２９に記載
の動作方法。
【請求項３１】
　前記処理手段が、預託された価値に基づいて前記第１のユーザに関連付けられて格納さ
れている口座情報を調整するステップをさらに含み、前記預託された価値は、前記通信手
段によって前記第１のユーザから受信され、前記預託された価値は、電子小切手によって
提供され、
　前記調整するステップは、前記受信するステップの前に実行される、請求項２９に記載
の動作方法。
【請求項３２】
　前記処理手段が、預託された価値に基づいて前記第１のユーザに関連付けられて格納さ
れている口座情報を調整するステップをさらに含み、前記預託された価値は、前記通信手
段によって前記第１のユーザから受信され、前記預託された価値は、ＡＣＨ（自動精算所
）によって提供され、
　前記調整するステップは、前記受信するステップの前に実行される、請求項２９に記載
の動作方法。
【請求項３３】
　前記転送するステップは、前記要求の通知を前記第２のユーザに送信するステップの前
に実行される、請求項２９に記載の動作方法。
【請求項３４】
　前記転送するステップは、前記要求の通知を前記第２のユーザに送信するステップの後
に実行される、請求項２９に記載の動作方法。
【請求項３５】
　前記既存の識別子は、電子メールアドレスである、請求項１に記載の方法。
【請求項３６】
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　前記既存の識別子は、電話番号である、請求項１に記載の方法。
【請求項３７】
　前記通信手段は、前記第１のユーザによって操作されるコンピュータから、前記第１の
情報を受信する、請求項１に記載の方法。
【請求項３８】
　前記通信手段は、前記第１のユーザによって操作されるモバイル通信デバイスから、前
記第１の情報を受信する、請求項１に記載の方法。
【請求項３９】
　前記カスタマイズされたアクセスのレベルは、前記第２のユーザから受信された命令に
対する応答において提供される検証された情報の量にさらに基づいている、請求項１に記
載の動作方法。
【請求項４０】
　前記カスタマイズされたアクセスのレベルは、前記第２のユーザがより多くの価値に関
する取引を行うことが可能なより高いアクセスのレベルを含む、請求項１に記載の動作方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（背景）
本発明は、コンピュータシステムおよび通信の分野に関する。より詳細には、システムお
よび方法が、計算機器を通して分散型ユーザ間の価値の交換を促進するために提供される
。
【０００２】
多くの人々の間の価値を転送し、または交換する既存の方法は、多くの欠点を有する。例
えば、現金の使用は、定期的な補充が必要であるし、両替をする必要が生じ、窃盗または
紛失の可能性があり得、そして現金の支払いおよび受領に関しての記録をつける内蔵また
は容易な方法がない。同様に、小切手は偽造され得るし、単に原始的な記録管理（例えば
、小切手の控え）を提供するだけであり、人はうっかりと当座資金を引き出しすぎ得る。
クレジットカードは、現金と小切手に関する問題のいくつかを軽減し得るが、２人以上の
個人間の支払いを行ったり、価値を交換するためには使用され得ない。
【０００３】
さらに、既存の価値交換取引が形式張っているために、その取引を完了することを非能率
または困難にし得る。例えば、お金を別の人の銀行または他の金融口座へ転送するのに、
人はその別の人の銀行口座番号を知る必要があり得る。その別の人が、そのような情報を
漏らすのは気が進まないことがあり得ることは理解できる。
【０００４】
従って、必要とされていることは、既存の手段および技術のすべての短所なしに、価値転
送を可能にするためのシステムおよび方法である。例えば、価値交換取引が、他のもっと
敏感な情報ではなく、人の既知または通常の識別子（例えば、電子メールアドレス、電話
番号）を使用して行われ得ることが望まれる。
【０００５】
（要旨）
本発明の１実施形態において、分散型価値交換システムを使用して２人以上の人々の間で
価値交換を行うためのシステムおよび方法が提供される。
【０００６】
この実施形態において、システムは、システムユーザとして人または他のエンティティ（
例えば、職業）を登録し、登録ユーザであり得るまたはあり得ない人との価値交換取引を
、人が行い得るために構成された１つ以上のシステムサーバを含み得る。ユーザは次にク
ライアント計算機器（例えば、ハンドヘルド、パームトップ、またはデスクトップのコン
ピュータ、ウェブ可能電話、送受信可能ポケットベル）を使用して、価値交換を開始また
は行う。価値交換は、システムとオンライン（例えば、システムに接続された）中に、オ
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フライン中に、別のユーザのデバイスと（例えば、無線接続を通して）接続中に、行われ
得る。取引が、システムに提示されると、システムは、まだ取引に気付いていない取引当
事者を通知し、取引を清算するまたは終了し、そしてユーザの口座残高を適切に調整する
よう試みる。
【０００７】
通信サーバは、（例えば、有線のおよび／または無線の）接続を、登録ユーザになること
を望んでいる人から受信するよう構成され得る。同期サーバは、ユーザのクライアントデ
バイスのシステムとの同期を促進するよう構成され得る。同期中、ユーザのデバイスは、
取引をシステムに提示し、新規な取引または清算された取引についての情報を受信し、シ
ステム上の口座情報をクライアントデバイス上の情報と同期させ得る。セキュリティサー
バは、おそらく非対称および／または対称暗号技術を使用してセキュリティ手順を実施す
るよう構成され得る。金融サーバは、他のシステムサーバおよび外部金融機関とインタラ
クトし、ユーザが価値をシステムに注入し、そして価値をシステムから引き出すことを可
能にする。１つ以上のデータベースは、ユーザのための口座情報（例えば、口座情報、取
引詳細）を格納し、そしてシステムの活動を調整することを助け得る。
【０００８】
価値交換を行う１方法において、人はシステムに登録し、口座がその人のために作られ、
システムのソフトウェアは、クライアントデバイスへダウンロードされる。ユーザは次に
、クライアントがシステムに接続している接続していないに関係なく、クライアント上で
取引を行い得る。接続されていない場合は、クライアントは取引詳細を格納し、そして同
期目的のために後でシステムに接続される場合は、取引をシステムへアップロードし、そ
して他のユーザによって開始された取引を受信し得る。各取引は、交換される取引および
価値に対する別の当事者の識別子を含み得る。本発明の１実施形態において、取引当事者
は、電子メールアドレス、電話番号、社会保障番号などのシステム外で意味を有する識別
子によって識別され得る。従って、ユーザが、人の適切な識別子を知っている限り、ユー
ザは、登録ユーザでない人と取引を開始し得る。
【０００９】
システムが、ユーザによって開始された新しい取引を受信すると、システムは、開始ユー
ザによって提供された識別子を使用して、他の当事者と接続するよう試みる。別の当事者
が登録ユーザである場合は、システムはまた、その当事者と接続する他の方法を知り得る
。まだユーザでない当事者について、その当事者は、システムに接続し、登録し、そして
取引を完了するよう求められる。
【００１０】
価値転送のほとんどいかなる手段もシステムに関連し得る。ユーザは、クレジットカード
、小切手、現金、電子口座振替、直接預け入れ、などを通して自分のシステム口座へ価値
を導入し得る。価値は、同じまたは類似のプロセスを使用してシステムから引き出され得
る。取引当事者間で交換される価値は、（例えば、米国のドルや他の通貨で表される）貨
幣であり得る、またはクレジット、アフィニティポイント、頻繁に飛行機に乗る人のマイ
ル数、交換券、交換ポイントなどのいくつかの他の形を有し得る。
【００１１】
（詳細な説明）
次の説明は、当業者が本発明を行いそして使用することを可能にするために与えられ、そ
して本発明の詳細な適用およびその要求に関連して提供される。開示された実施形態への
様々な改変は、当業者に容易に明らかであり、本明細書中に規定される一般的原則は、本
発明の意図および範囲から逸脱することなく他の実施形態および適用に適用され得る。従
って、本発明は、示される実施形態に制限される意図はなく、本明細書中に開示される原
則および特徴と一致する最も広い範囲と一致する意図のものである。
【００１２】
本発明の本実施形態が、例示的に実施されるプログラム環境は、汎用のコンピュータ、ま
たはハンドヘルドコンピュータなどの特殊目的デバイスを構成する。（例えば、プロセッ
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サ、メモリ、データ格納、ディスプレイ、有線／無線通信性能）などのデバイスの詳細は
、明瞭であるのために省略される。
【００１３】
本発明の技術は、様々な技術を使用して実施され得ることも理解される必要がある。例え
ば、本明細書中に記載される方法は、コンピュータシステム上で実行するソフトウェアに
おいて実現され、またはマイクロプロセッサあるいは他の特別に設計されたアプリケーシ
ョン特定集積回路、プログラム可能論理デバイス、またはそれらの様々な組合せのいずれ
かを利用するハードウェアにおいて実施され得る。詳細には、本明細書中に記載される方
法は、搬送波、ディスクドライブ、またはコンピュータ読み出し可能媒体などの格納媒体
上に常駐する一連のコンピュータ実行可能な命令によって実施され得る。例示的な形の搬
送波は、ローカルネットワーク、またはインターネットなどの公的にアクセス可能なネッ
トワークによってディジタルデータストリームを伝える電気的、電磁的、または光学的信
号の形態を取り得る。
【００１４】
（導入）
本発明の１実施形態において、クライアント計算機器を使用して２人以上の人々の間の価
値の交換を促進するためのシステムおよび方法が提供される。交換される価値は、（いず
れかの通貨を使用して）実在の貨幣であり得、またはクレジット、デビット、割り引き、
交換券、証明書、マイレージ（例えば、頻繁に飛行機に乗る人のマイル数）などの他の形
態を取り得る。交換取引を行うために使用される計算デバイスは、本来ポータブルであっ
てもよいし、なくてもよい、そして有線および無線の両方を含む事実上すべての通信媒体
を使用し得る。本実施形態の１つのインプリメーションは、少なくとも一人のユーザが、
ハンドヘルドまたはパームトップのコンピュータ、スマート電話、送受信可能ポケットベ
ルなどのポータブル計算デバイスを使用する。本実施形態に適切な計算デバイスは、ネッ
トワーク化されたパーソナルコンピュータなどの別のデバイス（例えば、システムサーバ
）と常にリンクしまたは、通信状態であり得る、あるいは例えば携帯情報端末機器（ＰＤ
Ａ）のような切断可能であり得る。従って、価値交換取引は、他のシステム構成要素と接
続または切断中に、オフラインまたはオンラインで行われ得る。
【００１５】
本発明の本実施形態によるシステムは、価値交換を促進するよう構成された少なくとも１
つの高アクセス可能なコンピュータサーバを含む。例示的に、別の当事者と価値交換また
は価値転送を開始したいユーザは、前もってサーバと登録される（例えば、口座がサーバ
上にユーザのために確立される）。他の当事者は、取引が開始されるまたはシステムと通
信される時に登録ユーザであってもよいし、なくてもよい。
【００１６】
本発明の本実施形態による価値交換を行う１つの方法において、交換に関わるエンティテ
ィは、意味を有する、または電子メールアドレス、電話番号、社会保障番号などのシステ
ム外の物を使用する識別子によって認識され得る。例示的に、各々そのような識別子は、
１人の人間または１つのエンティティと関連するだけで、従って責任を促進する。しかし
、別の方法において、多くのユーザまたは口座が識別子と関連し得る。
【００１７】
価値交換を行う方法の１実現において、システムの登録ユーザは、電子メールアドレスに
よってその当事者をシステムに対して識別することによって未登録の当事者との交換を開
始する。登録ユーザは、価値の形式（例えば、金銭の量、クレジットまたはアフィニティ
ポイントの数）、転送を実行する日付、未登録当事者の名前などの価値交換の様々な詳細
を提供し得る。システムは次に、未登録の当事者（例えば、提供された電子メールアドレ
スを介して）と接続を試み、その当事者に価値交換を通知し、開始ユーザを識別し、そし
て未登録の当事者をサーバに接続して、交換を終了するよう依頼する。未登録の当事者は
、取引を終了するためにシステムに登録するよう要求され得る。例えば、価値交換が未登
録のユーザの利益に対して存在する場合は、未登録のユーザは、価値を使用してさらに別
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の当事者と交換を行うために、システムに価値を残すことを望み得る。または、未登録の
当事者は、登録されずに、システムが取引を終了可能なだけの十分な情報（例えば、クレ
ジットカードの番号、住所）のみを提供することを許され得る。
【００１８】
本発明の異なる実施形態において、価値交換は、交換される価値を借りているまたは借り
られている人によって開始され得る。さらに、交換される価値は、事実上どのような形で
もあり得るし、そして／または本来変換され得る。例えば、第一のユーザによって保持さ
れそして第二のユーザによって受け入れられる金銭の量あるいはクレジットまたは交換券
は、商品またはサービスと交換されて第一のユーザから第二のユーザへ転送され得る。ま
たは、価値は、１つの通貨から別の通貨へ、あるいは、実在の金銭から商人とのクレジッ
ト、頻繁な飛行機に乗る人のマイル数、または他の価値によって表されるものまで変動し
得る。従って、ユーザは、通貨またはシステム（例えば、ユーザ間の取引のため）内での
み使用されるポイントを含む、多くの異なる形式の価値で、商品またはサービスに対して
支払い得る。
【００１９】
システムはまた、ユーザに普通の銀行の操作（例えば、引き出し、預け入れ、振り替え）
、株取引、電子チケット発券などの実行を可能にするよう構成され得る。本発明の別の実
施形態において、第三の当事者が、取引が終了するまで、価値を第三者預託として保持す
るために関わり得る。
【００２０】
価値は、現金、小切手、デビット、または現在使用されているまたはビジネス界で受け入
れられている事実上いかなる他の方法を介して、システムへ導入され（そしてユーザの口
座へ振り込まれ（ｃｒｅｄｉｔ））得る。価値は、これらの形式および類似の形式でシス
テムから出て行き得る。
【００２１】
本発明の別の実施形態において、本明細書中に記載される分散型システムは、価値交換以
外の通信の形式のために使用され得る。例えば、１つの別の実施形態において、システム
は、多くのユーザ間にソフトウェアを広めるかまたは普及させるために使用され得る。例
示的に、登録システムのユーザは、次に未登録の人にシステムのソフトウェアを提供し得
、それによってそのユーザが取引を行い得る。好都合なことには、ソフトウェアは、有線
または無線の通信を使用してユーザのクライアントデバイス間で送信され得る。
【００２２】
（価値転送を促進するためのシステムの１実施形態）
図１は、本発明の１実施形態による価値転送を促進するための例示的なシステムを示す。
本発明の別の実施形態は、例示されたシステムの構成要素の任意のサブセットも構成し得
る。
【００２３】
図１のシステムは、中央データベース１０２を含み、データベースは価値交換取引を促進
するために使用される様々な情報を格納するよう構成される。例示的に、データベース１
０２に格納された情報は、システムの登録ユーザのための口座、および取引に参加してい
るか、または取引に参加するよう依頼された未登録のユーザに関連する様々な情報を含む
。登録および／または未登録のユーザについてのユーザ情報は、ユーザ識別子（例えば、
名前、電子メールアドレス、電話番号、ネットワークアドレス、物理アドレス）、取引記
録、１つ以上の異なる形式の口座残高（例えば、お金、頻繁に飛行機に乗る人のマイル数
、お店のクレジット、アフィニティポイント、引換券、クーポン、割り引き）、好適な通
信方法（例えば、電子メール、ワイヤレスボイス）、セキュリティデータなどを含み得る
。
【００２４】
図１のシステムにおいて、データベース１０２は、通信サーバ１０４、同期サーバ１０６
、金融サーバ１０８、およびおそらくセキュリティサーバ１１０によってアクセスされる



(12) JP 5116920 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

。この実施形態において、通信サーバ１０４および／または他のシステムサーバが、通信
ネットワーク１２０を通して１つ以上のユーザとインタラクトするよう構成される。例え
ば、通信サーバ１０４は、ウェブサーバ、電話スイッチ、ＤＳＬＡＭ（ディジタル加入者
ラインアクセスマルチプレクサ等）であり得、またはそれらを含み得る。
【００２５】
インターネット上のウェブサイトなどの、通信サーバ１０４によってホストされるネット
ワークの存在は、新規なユーザそしておそらく既存のユーザにとってシステムへの主要な
アクセスポイントとしての役立ち得る。例示的に、ユーザは、登録後システムにアクセス
するための口座名およびパスワードを与えられる。他の形式のセキュリティ（例えば、デ
ィジタル証明書、バイオメトリックデバイス）は、本発明の他の実施形態で使用され得る
。
【００２６】
本発明の１実施形態において、ユーザは、通信サーバ１０４から自分の計算機器のための
ソフトウェアをダウンロードし得る。詳細には、通信サーバ１０４は、人がシステムに登
録し、口座情報にアクセスおよび／または口座情報を改変し、取引を行い、および取引を
終了することを可能にし得る。しかし、ユーザは、取引を開始または清算できる前に、シ
ステムに登録するよう要求され得る。
【００２７】
例示された実施形態において、同期サーバ１０６は、システム上に格納された情報をユー
ザのクライアント計算機器およびローカルに格納されたデータと同期するよう構成される
。例示的に、ユーザは、同期サーバに接続し、ユーザに関係する取引（例えば、価値交換
）の詳細をアップロードおよび／またはダウンロードし得る。同期セッション中、ユーザ
のクライアントは、（例えば、清算された取引を反映する）最新の口座情報を受信し得、
追加の資金をユーザに請求し（例えば、クレジットカードに課金（ｃｈａｒｇｅ）する、
または銀行口座から資金を転送することによって）、顧客サービスにアクセスする、取引
の状態を検証する、新しい取引を開始するなどを行うよう、システムを認定し得る。
【００２８】
金融サーバ１０８は、１つ以上の金融機関とインターフェースをとるよう構成され、金融
機関は、本発明の１実施形態において、システムの外部に位置し得る。従って、金融サー
バは、クレジットカード会社、銀行（従来の銀行およびオンラインの銀行を含む）、およ
び適切な形式で価値を扱いまたは処理する他のエンティティとインタラクトし得る。詳細
には、金融サーバは、ＡＣＨ（自動精算所）を通して資金を転送するように構成され得る
。金融サーバ１０８は、ユーザのシステム口座残高が、所定のしきい値を下回る、あるい
は上回る場合、外部金融機関のユーザの口座への請求を自動的に生成し、または貸方に記
入するよう構成され得る。さらに、システムが、金融サーバ１０８を通してユーザに代わ
ってアクセスし得る外部の価値は、ユーザが行い得る取引の数または取引における価値の
量に影響を及ぼし得る。
【００２９】
セキュリティサーバ１１０は、データベース１０２、通信サーバ１０４、同期サーバ１０
６、および金融サーバ１０８のうち１つ以上と共同し、価値交換および価値交換に関連す
る実行についてのセキュリティを適用、保証、または実施し得る。本発明の１実施形態に
おいて、ディジタル署名は、セキュリティ方式の大きな役割を果たし得る。ＤＳＡ（ディ
ジタル署名アルゴリズム）、その変種（例えば、ＥＣＤＳＡすなわち楕円カーブＤＳＡ）
、ＲＳＡまたは他のディジタル署名プロトコルが、使用され得る。ＤＥＳ（ディジタル暗
号化規格）などの対称暗号方式もまた、同じまたは異なる実施形態において適用され得る
。メッセージの認証コードは、システムとユーザとの間で交換されるメッセージの完全さ
および認証を検証するために使用され得る。
【００３０】
本発明の本実施形態において、公開鍵暗号化技術が、暗号的に検証可能な取引を生成し、
およびその債務履行拒否を防ぐために、ディジタル証明書とともに使用され得る。対称暗
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号方式は、（例えば、ユーザクライアントデバイスおよび／またはシステムに関する）デ
ータの安全な格納のために使用され得る。
【００３１】
例示的に、価値交換システムを行う組織は、証明当局（Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ　Ａｕｔ
ｈｏｒｉｔｙ）として振る舞い、そして個人のユーザを証明し得る。一方証明されたユー
ザは、今度は、個人の取引を証明し得る。証明されたユーザは、価値交換取引において使
用のための身元証明書が発行され得る。
【００３２】
身元証明書は、ユーザの名前、電子メールアドレス（または電話番号あるいは社会保障番
号などのユーザを識別する他の重要な識別子）、口座番号、または名前などの情報を含み
得る。例示的に、身元証明書はまた、ユーザの公開鍵を含み、公開鍵は、ユーザによって
行われる取引の認証を検証するために使用され得る。
【００３３】
個人のユーザは、自分が行うまたは開始する取引についての取引証明書を生成し、そして
システムは、（例えば、同期中に）ユーザの公開鍵でその証明書を認証する。取引証明書
は、交換される価値、取引に対する別の当事者の識別子、（必要または所望なら）他の詳
細を含み得、そしてユーザの秘密鍵で署名され得る。１実施形態において、ユーザのクラ
イアント計算機器は、ユーザ登録中に公開／秘密鍵の対を生成し、そして秘密鍵が、クラ
イアントデバイス上にのみ保持される。
【００３４】
例示されたシステムは、様々なタイプの通信媒体を通してユーザと通信し得る。通信ネッ
トワーク１２０は、従って、従来の有線ネットワーク（例えばインターネット）、および
／またはポータブルコンピュータ（例えば、パームトップまたはハンドヘルド）、スマー
ト（例えば、ウェブ使用可能な）電話、送受信可能なポケットベル、などのポータブルデ
バイスによって使用可能な無線ネットワークを含み得る。従って、ユーザは、クライアン
トコンピュータ１２２ａ、ポータブルクライアントコンピュータまたはディジタルアシス
タント１２２ｂ、無線電話１２２ｃ、および／または通信サーバ１０４および／または同
期サーバ１０６と通信可能な他のデバイスなどのデバイスを動作させることによって、シ
ステムとインタラクトし得る。例示的に、ポータブルクライアントコンピュータ１２２ｂ
は、独立しておよび自立して、システムと価値交換を行う、またはシステムへ価値交換を
通信するよう構成され得る。または、別の実施形態において、ポータブルクライアントコ
ンピュータ１２２ｂは、切断モードで交換の詳細を記録し、次に別の計算機器（例えばコ
ンピュータ１２２ａ）に接続される（例えば、ドッキングされる）と、交換を完了するた
めにシステムへその詳細を転送する、および／またはシステムと同期するよう動作され得
る。
【００３５】
価値交換取引に参加するために、ユーザによって使用されるポータブルクライアントデバ
イスは、システムとインタラクトするための一連の命令を組み込み得る。例えば、本発明
の１実施形態において、ユーザのクライアントデバイスは、システムに接続中および／ま
たはシステムから切断中に、ユーザが自分の口座残高にアクセスすることが可能なウォレ
ット適用を含む。例示的に、本発明のこの実施形態において、ユーザのデバイスは、定期
的に同期サーバ１０６に接続する。そのような接続中に、ユーザのデバイスは、サーバと
通信し、新しい取引情報（例えば、ユーザに関する新しい価値交換の詳細）を送信および
受信し、および／または、更新された口座情報（例えば、終了された取引を反映するため
）を受信する。ユーザはまた、価値交換システムの外部のシステムまたは機関への価値転
送または価値交換システムの外部のシステムからの価値転送などの、自分の口座に関する
他の活動を公認または行い得る。
【００３６】
（価値交換を行う１方法）
本発明の１実施形態において、価値交換取引は、システムサーバ（図１の通信サーバ１０
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４、同期サーバ１０６）または別の当事者のクライアントと接続または切断中に、１人の
ユーザ（例えば、自分のクライアントデバイスで）によって行われ得る。詳細には、本発
明の１実施形態において、ユーザは、取引をシステムに提示することによって開始し、次
にシステムは別の参加者に通知し、そしておそらく他のの参加者をシステムに登録するこ
とによって、取引を終了する動作を行う。しかし、別の実施形態において、取引は、２つ
の（またはそれ以上の）当事者間の直接通信において行われ得、その後取引の詳細がシス
テムサーバの１つへ提示される。この別の実施形態において、少なくとも１つの（例えば
価値が転送される）当事者が、システムと登録される必要があり得る。
【００３７】
例示的に、システムが、関係する当事者の１つからの取引について知り、他の参加者を識
別し、そして価値の転送方法を決定するまで、取引は終了すなわち完了し得ない。取引の
終了は、１つの当事者（例えば、第一の口座および／または形式で）から第二の当事者（
例えば、別の口座および／または形式で）へ価値の実際の転送を含み得る。取引が終了さ
れ得る前に、取引に対する当事者は、システムと登録され、および／または所定の情報（
例えば、当事者を識別する、当事者の身元を検証する、価値を当事者へまたは当事者から
転送する方法を決定する）を提供する必要があり得る。
【００３８】
このセクションにおいて、１つ以上の方法が、２つ以上の当事者間で価値交換を実行する
ための図１に示されたような価値交換システムを使用するために説明される。本発明の範
囲を逸脱することなく、当事者が使用し得る様々なタイプの計算機器、および／または異
なるシステムまたは取引構成ついて、このセクションで説明される方法および手順は、変
更または改変され得る。
【００３９】
本発明の１実施形態において、図１のシステムは、２人以上に関する金融取引を促進する
または行うためのシステムとして考察され得る。例示的に、取引において少なくとも１人
が、システムとすでに登録されており（例えば、口座を有する）、そして価値を転送する
少なくとも１つの形式またはコンジット（ｃｏｎｄｕｉｔ）が存在する。しかし、好都合
には、登録ユーザは、未登録の当事者と取引を開始し得る、未登録の当事者は、電子メー
ルアドレス、電話番号、ＩＰ（インターネットプロトコル）アドレスなどの既存の識別子
でシステムに対して識別され得る。従って、この実施形態において、未登録のユーザ（お
よび／または登録ユーザ）に関連する識別子はすでに重要性を有し、またはシステム外の
物を使用し得る。従って、その識別子は、それらの識別子を通してまたはそれらの識別子
で到達し得るある程度の保証が存在し得る。
【００４０】
しかし、一旦システムに認識される（例えば、システムに登録する）と、ユーザは、価値
交換、ならびにポータブル、準ポータブル、および他の計算機器を使用する他の取引を行
い得る。詳細には、システムでユーザは、自分のクライアントデバイスから直接的に（例
えば、互換性装備されたデバイスを有する別のユーザまたは人へ）、または間接的に（例
えば、システムサーバに取引を記述または提示し、次に別の取引当事者を通知することに
よって）、安全な取引を行い得る。
【００４１】
例示的に、直接転送において、当事者は後の債務履行拒否を防ぐために、暗号トークンを
交換し、そしてシステムに対して取引を認証し得る。一旦システムが、少なくとも１当事
者によって取引を通知されたら、取引は終了され得る。間接的な転送において、開始ユー
ザに代わって、別の当事者と（例えば、電子メールまたは電話で）連絡し得、そして当事
者がまだ登録されていない場合、自分の転送または交換を受信しおよび／または行うため
に、その当事者にシステムと登録するよう依頼し得る。本発明の１実施形態において、依
頼された当事者は、もちろん、システムと登録することなく、取引の自分の役割を充足す
る（例えば、お金または他の価値を受け取るまたは支払う）ことができ得る。例えば、依
頼された当事者は、従来の形式（例えば、小切手、クレジットカード、デビットカード）



(15) JP 5116920 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

でシステムへ支払いを送り、またはシステムから支払いを受け取り得る。
【００４２】
次に図２を参照して、本発明の１実施形態による間接的な価値交換取引を行う例示的な方
法が示されている。示された方法は、図１に示されたシステムでの使用に適切である。
【００４３】
状態２００において、第一のユーザ（ユーザ１）は、システムに登録し、その１方法は、
次のセクションで説明される。例示的に、登録プロセスの一部として、ユーザ１は、自分
の名前および住居／郵便住所、重要な識別子（例えば、電子メールアドレス、電話番号、
社会保障番号）、および適切な金融情報を提供する。ユーザ１によって提供された金融デ
ータは、個人の取引のため、および／または取引の価値が所定の制限を越える場合に、貸
方に記入されるかまたは請求されるクレジットカードまたは銀行口座を含み得る。詳細に
は、ユーザは、自分に関する金融データ、つまり個人情報（例えば、住所）が検証され得
る程度などに基づいて、どれだけの価値をシステムを通して転送できるかについての制限
を割り当てられ得る。制限は、ユーザが、所定の時間に関係し得る未清算の取引の大きさ
または数に影響を及ぼし得る。
【００４４】
登録ユーザは、システム内に口座番号または他の識別子を割り当てられ得る。しかし、上
述したように、当事者は、当事者と関連する外部の重要な識別子（例えば、電子メールア
ドレス、電話番号）を特定することによって取引に含まれ得る。ユーザ１は、別の計算機
器（例えば、システムサーバ）と通信する性能を有する事実上すべての形式のクライアン
トデバイス（例えば、ハンドヘルドまたはパームトップのコンピュータ、デスクトップ、
ウェブ使用可能電話）を使用して、システムと登録し、そして取引を行い得る。
【００４５】
本発明の現在説明された実施形態において、ディジタル証明書は、登録プロセスの一部と
して、ユーザ１について生成され、またはユーザ１によって提供される。例示的に、ユー
ザ１について生成された証明書は、ユーザ１の名前ならびに電子メールアドレス（あるい
は他の重要な識別子）およびシステムによって署名された公開鍵が含まれ、これら全ては
、前にユーザ１に割り当てられたまたはユーザ１によって選択されたコード（例えば、個
人識別番号すなわちＰＩＮ）によって暗号化される。後のセクションで説明されるユーザ
を登録する１方法において、公開／秘密対の暗号鍵が（例えば、ユーザのクライアントま
たはセキュリティサーバ１１０によって）生成され、そして秘密鍵は、クライアント、ま
たはユーザによって動作される他のコンピュータシステムによってのみ保持される。
【００４６】
状態２０２において、ユーザ１は、システムによって提供されるソフトウェアを使用して
クライアントに取引を入力する。例示的に、ユーザ１が価値価値および転送される価値価
値を交換したい当事者（例えば、ユーザ２）の電子メールアドレス、電話番号、または他
の識別子をユーザ１は入力するだけである。この実施形態において、価値はいずれの方向
にも（すなわち、ユーザ１からまたはユーザ１へ）流れ得る。ユーザ１が転送し得る（価
値がユーザ２へ流れる場合）価値の量は、自分のシステムの口座残高に制限され得る。こ
の量は、要求されまたは開始されたがまだ清算されていないいずれの他の転送によって（
他のユーザに対して）減少され得る（例えば、クライアントがシステムと同期する場合に
クライアント上に格納されそして更新され得る）。しかし、ユーザ１が、他の支払い取り
決めを（例えば、クレジットカード、電子口座振替を通して）提供する場合は、ユーザ１
は、口座残高を越えることができ得る。
【００４７】
ユーザ１は、取引を入力する前にクライアントシステムソフトウェアを起動させるために
、セキュリティコード（例えば、個人識別番号またはパスワード）を入力することを要求
される。例示的に、不正確なコードが所定の回数（例えば、１０回）入力された場合、取
引を入力する性能は、使用不能となり得、ユーザ１は、クライアントソフトウェアを再使
用可能にするために（以下で説明されるように）システムと接続するか、またはシステム
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と同期するよう要求され得る。
【００４８】
ソフトウェアは、ユーザ１が価値交換取引を前に行ったすべての当事者のリストを維持し
得る。その場合にユーザ１は、ユーザ２がリストに含まれている場合は、ユーザ２の識別
子をただ単に選択し得る。ユーザ１によって使用されるクライアントシステムソフトウェ
アは、多くの取引選択を提供し得る。例えば、ユーザ１はまた、ユーザ２へ（またはユー
ザ２から）の一方だけの取引を開始しし得る。ユーザ１のクライアントおよびユーザ２の
クライアントが、直接的な（例えば、無線の）通信が可能である場合は、ユーザ１はまた
、相互の取引を開始し得る。またさらに、ユーザ１は、クライアントシステムソフトウェ
アをユーザ２のクライアントデバイスへ送信し得る。しかし、この場合、ユーザ２は、ユ
ーザ２がシステムに登録する（そして口座を開く）まで別の当事者に価値を転送不可能で
あり得る。
【００４９】
クライアントに取引を入力後しばらくしてで、状態２０４において、ユーザ１は、同期サ
ーバ１０６と同期する。詳細には、ユーザ１は、自分のクライアントを同期サーバと接続
するために必要なすべてのコマンドまたは動作を開始する。クライアントは、おそらく無
線接続を通して、あるいは任意の数の仲介デバイスまたは媒体を通して、（例えば、イン
ターネット）直接接続でき得る。詳細には、ユーザ１のクライアントがポータブルデバイ
スである場合は、同期サーバ１０６へ接続を開始するために、ユーザ１は、そのデバイス
とドッキングするか、そうでなければそのデバイスを別のコンピュータシステムへ接続す
る。
【００５０】
同期は、定期的に（３０日ごとに少なくとも１回）要求され得る。この要求が充足されな
い場合、クライアントソフトウェアは、自動的にユーザ１が支払いを行うことまたは取引
を開始することを防ぎ得る。さらに、クライアントに取引を入力後一定の期間（例えば、
３０日）内にユーザ１のクライアントが同期しない場合は、ユーザ１のクライアント上で
行われる取引は自動的に取り消されまたは破棄され得る。
【００５１】
本発明の１実施形態による典型的なプロセスにおいて、ユーザ１のクライアントは、同期
サーバ１０６と接続し、自分のシステム口座番号（および／または電子メールアドレス、
電話番号または他の重要な識別子）によってユーザ１を識別する。サーバは、ユーザ１に
ついてのユーザ記録を（例えば、データベース１０２中に）位置させ、ユーザに割り当て
られたまたはユーザに関連するコード（例えばＰＩＮ）を取り出す。ユーザ１に関連する
および同期中ユーザ１へ送信されるディジタル証明書は次に、このコードで暗号化される
。このディジタル証明書は、ユーザ１が登録された時に生成された証明であり得る。しか
し、例示的に、ディジタル証明書は、他のユーザによってシステムに報告されたユーザ１
に関する取引についての１つ以上の取引証明で増大され得る。ディジタル証明はまた、新
しいコード（例えば、ＰＩＮ）をユーザ１へ送信するために使用され得る。
【００５２】
ユーザ１についてシステム上に格納されたディジタル証明が存在しない場合は、同期サー
バは、ユーザ１のパスワードおよび電子メールアドレス（または他の識別子）を要求する
。この情報が検証された場合は、新しい鍵の対が生成され、そして新しいディジタル証明
が発行される。
【００５３】
最初の同期接続が確立された後、クライアントは、現在の取引（およびクライアントが格
納し、まだ送信していない他の取引）をサーバへ送信する。取引は、上記で説明されたよ
うに、ディジタル取引証明を使用して送信され得る。ユーザ１の全ての前の取引が清算し
た（例えば、前の取引において別の当事者がシステムに接続しそして取引を受け入れるこ
とができた）場合、クライアントは通知され、この場合取引はクライアントから取り除か
れ得る。サーバは次に、ある基準（例えば、日付、時間、他の当事者、取引の価値、価値
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転送の方向）に従って、未清算の取引を優先させ得る。
【００５４】
ユーザのクライアント（および／またはシステムサーバ）は、ユーザによって行われたお
よび／またはユーザに関する取引を記録する取引ログを維持し得る。次に、ユーザが取引
を開始する場合ログの入力が行われる。クライアントがシステムサーバから（例えば、同
期中に）知る各取引（例えば、別の当事者によって開始された）についてもログの入力が
行われ得る。入力は、関連した取引が清算後削除されるか、またはアーカイブされ得る。
。
【００５５】
本発明の１方法において、口座残高が、同期プロセス中変更される。詳細には、ユーザ１
の口座は、ユーザ１から離れて転送されている全ての価値について借方に記入される。し
かし、逆に、価値転送に対して他の当事者がその転送と同期する、そうでなければ認める
または承認するまで（例えば、取引が清算するまで）ユーザ１の口座は、ユーザ１によっ
て開始された入来の価値転送について貸方に記入され得ない。ユーザ１のシステムの口座
が、転送（例えば、ユーザ２へ）を行うだけの十分な残高を有する場合、クレジットカー
ドまたは他の価値のストリームは、それらをカバーするために（例えば、金融サーバ１０
８によって）傍受され得る。
【００５６】
従って、状態２０４において、一旦ユーザ１が同期サーバに接続すると、取引は、まだ提
示されていないすべての他の取引と共にシステムへ通信される。代わって、同期サーバは
、クライアントにすべての終了された取引を通知し、そしてユーザ１を含む、他の当事者
によって開始された取引をダウンロードする。従って、状態２０４の同期プロセスは、ユ
ーザ１が当事者である様々な取引で、ユーザ１のクライアントおよびシステムを更新する
ことを含み得る。システムサーバおよび／またはクライアント上の口座残高は、同期プロ
セス中またはその後でそれに従って変更され得る。
【００５７】
状態２０６において、システムサーバ（例えば、同期サーバ１０６）は、ユーザ１／ユー
ザ２の取引の詳細（例えば、ユーザ２の識別子および転送される価値を含む）を受信する
。価値交換が、ユーザ１からユーザ２である場合、ユーザ１の口座は、転送の量によって
自動的に借方に記入され得る。このことで、請求は、ユーザ１に関連するクレジットカー
ドまたは銀行口座へ要求され得る。しかし、例示的に示された実施形態において、口座の
更新は手順の後の段階まで延期され得る。
【００５８】
状態２０８において、システムは、ユーザ２に取引を通知しようと試みる。この実施形態
において、システムは、ユーザ１によって（例えば、自動化された電子メールメッセージ
またはボイスメッセージを生成することによって）提示された識別子を使用する。しかし
、ユーザ２が登録システムユーザである場合は、ユーザ２の口座は、ユーザ２が取引通信
を受信する異なる好適な方法を有するかどうかを判定するために調査され得る。ユーザ２
が登録ユーザでない場合は、自動化されたメッセージは、ユーザ２が価値を受信するため
に行わなければならないことに関する詳細を含む。例えば、通信サーバ１０４によってホ
ストされるシステムウェブサイトは、識別され得、そしてユーザ２は、サイトに接続し、
そして登録するよう依頼され得る。
【００５９】
状態２１０において、この状態は状態２０８と同時に生じ得るが、システムは、ユーザ２
が登録ユーザかどうかを判定する。登録ユーザである場合は、ユーザ２は、登録する必要
はなく、そして手順は状態２１４に続く。
【００６０】
しかし、状態２１２において、ユーザ２は、ユーザ１と取引の時に登録されていず、従っ
て、特に価値がユーザ２からユーザ１へ転送される必要がある場合は、取引が終了され得
る前に登録するよう要求され得る。システムに登録することによって、ユーザ２は、価値
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を伝達するための事実上任意の通常の手段（例えば、クレジットカード、小切手、デビッ
トカード、電子口座振替）を使用して取引価値を受信し、または提示し得る。しかし、本
発明の１つの実施形態において、ユーザ２は、登録するよう要求され得ない。詳細には、
この別の実施形態において、ユーザ２は、システムへの１回限りの支払い、またはシステ
ムから１回限りの引き出しが（例えば、クレジットカードまたは小切手で）でき得る。
【００６１】
状態２１４において、ユーザ２は、取引を受け入れまたは認める。ユーザ２が、未登録の
当事者であり、システムからの依頼に応答して登録する場合に、受理が意味され得る。状
態２１４は、価値がユーザ２からユーザ１へ転送される必要のある取引についてのみ要求
され得る。言い換えると、第一のユーザが、価値を別のユーザへ転送するため取引を開始
する場合に、他のユーザの認証は必要であり得ない。しかし、第一のユーザが、価値を別
のユーザから受信するために取引を開始する場合は、取引を終了する前に他のユーザから
の承認を受ける必要があり得る。
【００６２】
状態２１６において、取引は、取引の価値に従って、ユーザ１およびユーザ２についての
システムの口座残高を変更することによって終了する。加えて、他の当事者に価値を提供
するユーザは、取引をカバーするためにシステムへ追加の価値を注入する必要があり得る
。従って、金融サーバ１０８は、ユーザのクレジットカードに請求し、電子口座振替を行
い、または他の行動をとり得る。さらに、ユーザの口座残高について制限すなわち最高限
度がある場合、金融サーバは、ユーザのクレジットカード、デビットカード、銀行口座な
どに価値を貸方に記入し得る。
【００６３】
状態２１８において、ユーザ１およびユーザ２についてのクライアントデバイスは、取引
（および、おそらく他の取引）に従って更新される。しかし、ユーザ１またはユーザ２が
、その時にシステムから切断されている場合は、次に接続するときに、そのデバイスが（
例えば、同期サーバ１０６によって）最新にされ得る。状態２１８の後、例示された手順
は終了する。
【００６４】
本発明の本実施形態において、ユーザ１は、新しいユーザをシステムに導入することでア
フィニティポイントまたはある他の報奨を与えられ得る。詳細には、ユーザ２が、ユーザ
１がシステムに取引を提示したときに登録ユーザでなかった場合は、ユーザ１は、ユーザ
２がシステムから取引通知に応答して登録する場合、報奨を受け得る。
【００６５】
図２に示され、上記で説明した本発明の実施形態は、図１に示されたようなシステムと価
値交換を行う単なる１方法である。この方法は、様々のタイプのクライアントデバイス、
通信媒体および通信シーケンスの使用に適応するために容易に改変され得る。詳細には、
前の方法は、登録ユーザと未登録当事者との間に、２つ以上の登録ユーザ間に、または価
値が交換される事実上すべての環境において、価値交換を行うために、説明されたように
、あるいは少し変更されて、適用され得る。
【００６６】
図３は、モバイルクライアントデバイス上で１人のユーザによって行われる間接的な価値
交換の１形式を示す。図３において、ユーザＡは、自分のデバイスクライアントＡで価値
交換を入力する。取引は次に、おそらく同期プロセス中に、システムサーバへ提示される
。（ユーザＡが最大の価値を転送するよう公認されている場合）価値の量は、ユーザＡの
口座から取り除かれ、そしてユーザＡのクライアントデバイスは、自分の新しい口座残高
で更新される。ユーザＡの口座残高が最低限のレベルを下回る、または要求された交換を
完了するために転送が必要な場合は、追加の資金または価値が、銀行、クレジットカード
、ＡＣＨ、またはユーザＡと関連する他の金融源から回収される。価値は、ユーザＢの口
座に預けられ、ユーザＢがまだ登録ユーザでない場合は、ユーザＢの口座を作るよう要求
し得る。
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【００６７】
本発明の１実施形態において、取引の価値は、第三者預託に保持され得る。この実施形態
において、取引を開始するユーザは、価値を第三者預託にされる選択を選ぶ。このユーザ
が、支払者（例えば、価値が転送される当事者）である場合、ユーザの口座は、取引がシ
ステムに通信されるとすぐ、借方に記入され得るが、特定された受領者へ貸方を記入され
る代わりに、第三者預託口座に保持される。例示的に、価値受領者は、価値は第三者預託
に保持されていること、そしておそらくそれを譲渡するための条件を通知される。システ
ムは、資金が受領者へ転送され、または支払者へ戻される前に、両当事者が合意すること
を要求し得る。システムは、債務不履行によって、当事者から反対がない場合は、ある一
定の期間後、転送を完了するよう、または逆に、１つまたは両方の当事者が、特定の期間
内に取引を認めない場合は、取引を取り消すよう、構成され得る。
【００６８】
次のサブセクションは、上記で説明したものと異なる環境または状況において価値交換を
行う方法を説明する。
【００６９】
（オンラインの価値交換を行う）
価値交換を行う１つの別の方法において、ユーザは、（例えば、デスクトップまたは無線
のクライアントから）インターネット接続を通して価値交換システム（例えば図１のシス
テム）に接続する。この方法において、図１の通信サーバ１０４は、システムのためのウ
ェブサイトをホストするウェブサーバを含む。取引を開始したいユーザは、通信サーバ１
０４に接続し、ユーザ名、口座名、または他の識別子（例えば、電子メールアドレス、電
話番号）およびパスワードを提供することによって必要なセキュリティ要求を充足する。
この実施形態の１つの別の方法において、ユーザに暗号認証またはセキュリティトークン
を提供するよう要求する暗号セキュリティ手段が実施され得る。
【００７０】
ユーザは、別の当事者の識別子（例えば、電子メールアドレス、電話番号、社会保障番号
、口座名）を転送される取引および価値に提供することによってオンラインの形式を完了
する。また、ユーザは、価値が自分から他の当事者へ、またはその逆に転送される必要が
あるかを特定し得る。システムとユーザのインターフェイス（例えば、ユーザが接続する
またはログインする場合にユーザに与えられるウェブページ）は、ユーザに対して個人化
され得る。詳細には、ユーザが過去に取引をした当事者の識別子は、すぐに選択するため
に利用可能であり得り、その場合、ユーザは、識別子を記憶しまたは入力する必要はない
が、その代わり、リストから１つ識別子を選択し得る。
【００７１】
他の当事者がすでに登録システムユーザである場合、システムは次に、続いて価値転送を
行い得る。例示的に、価値が開始ユーザから他の当事者へ流れる場合は、システムは、取
引を完了または終了するために、他の当事者の承認または公認を要求し得ない。システム
は、単に取引の通知を（例えば電子メールを介して）当事者へ送信し得る。対照的に、価
値が、他の当事者から開始ユーザへ流れる場合は、システムは、終了前に他の当事者の承
認を要求し得る。取引の価値が、開始ユーザから他の当事者へ流れる場合は、ユーザの口
座は、取引が終了する前（例えば、他の当事者が取引を受け入れる前）でも転送される量
によって借方に記入され得る。
【００７２】
他の当事者が登録システムユーザでない場合は、システムは、開始ユーザによって提供さ
れる識別子を使用することによって、当事者に未決済の取引を通知する。通知は、従って
電子メールを介して送信され得る。例示的に、通知は、取引を開始したユーザを識別し、
他の当事者に取引の量を伝え、そして取引を完了する方法／場所（例えば、ウェブページ
またはウェブサイト）を特定する。価値を受信し、または開始ユーザによって要求された
価値を提示するために、他の当事者は次に、システムに接続し、そして登録する。新しい
ユーザを登録する方法は、次のセクションで説明される。
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【００７３】
オフラインの取引（例えば、切断可能なポータブル計算機器を使用して）と異なり、取引
をオンラインで行う場合は、ユーザは、リアルタイムで口座情報にアクセスし、および／
または取引を終了でき得る。
【００７４】
このサブセクションにおいて説明された本発明の方法は、有線または無線の接続を介して
のインターネットを通して、（有線のまたは無線の）電話接続を通して、システムと同時
のリンクを確立し、そして維持し得るクライアントに関しての適用に適切である。
【００７５】
（直接（クライアントからクライアントへの）価値交換を行う）
本発明の１つの別の実施形態において、２つの当事者が、価値交換を行うために自分のク
ライアント計算機器を使用する方法が提供される。２つの当事者が取引を行っている間に
システムから切断される場合は、取引後、そのうちの１人または両者が取引を（例えば、
図１のシステムの通信サーバ１０４または同期サーバ１０６を介して）システムに提示す
る。この方法は、モバイル計算機器、および別のクライアントと（例えば、有線または無
線の通信媒体を介して）直接通信し得るスマートつまりウェブ使用可能な電話の使用に特
に適している。
【００７６】
クライアントからクライアントへの取引を行う選択は、ユーザにとって利用可能ないくつ
かの選択のただ１つの選択であり得る。例えば、クライアントデバイス上にインストール
されたシステムソフトウェアはまた、１人のユーザが、システムソフトウェアを別のユー
ザへ送信し、一方だけの取引（例えば、図２と関連して上記で説明されたように）を行い
、そのユーザの口座残高（クライアントが同期されるたびに更新される）または取引ログ
を見る、計算器を使用する、などを行い得る。
【００７７】
ユーザが、クライアントからクライアントの取引を行うことを選択する場合は、ユーザの
クライアントは、別のクライアントとの接続を確立するよう自動的に試み得る。クライア
ントは、無線または有線のモードでそのような接続をするよう構成され得る。
【００７８】
この方法において、各ユーザは、自分の計算機器を起動し、そしてその計算機器の１つは
、インストールされたシステムソフトウェアを動作し、他のユーザへまたは他のユーザか
ら支払いを開始する。このことは、ユーザに個人識別番号（ＰＩＮ）を入力し、ソフトウ
ェアを起動するように要求し得る。他のユーザのクライアントは次に、特に取引の価値が
、他のユーザから最初のユーザへ転送される必要のある場合は、ユーザに取引を受け入れ
るか、断るかを促し得る。１人のユーザだけがソフトウェアをインストールされた場合は
、ソフトウェアは、取引の一部として、または取引の先駆けとして、他のユーザのデバイ
ス上に送信およびインストールされ得る。
【００７９】
例示的に、価値（例えば、システムソフトウェアに示されるように）を与えるユーザの口
座残高は、取引が行われる場合に減少する。取引を終了することは、支払うユーザのクレ
ジットカード、デビットカード、または請求されるシステムに価値を提供する他の方法を
要求し得る（例えば、ユーザの口座残高があまりにも少ない場合）。取引は、ユーザの１
人が、（例えば、同期サーバ１０６と同期セッション中に）取引をシステムに転送するま
で終了され得ない。クライアントのソフトウェアは、ユーザが、取引の詳細（例えば、価
値、他のユーザの識別子）で取引ログ中にセーブされるメモやコメントを作成することを
可能にし得る。
【００８０】
直接的な価値交換を行う１方法において、互いを認証するため、および／またはシステム
に、取引が有効であり、そして当事者の１人によってだまされたり、でっちあげられてい
ないことを証明するために、ユーザは、ディジタル証明書（例えば、取引証明書）または
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他のトークンを交換し得る。
【００８１】
図４は、モバイルクライアントデバイスを有する２人のユーザ間に行われる直接的な価値
交換の１形式を示す。図４において、ユーザＡは、自分のクライアントＡからユーザＢの
クライアントＢへ価値を電子的に転送する。取引は次に、取引当事者の１つによって、お
そらく同期プロセス中にシステムサーバへ転送される。価値の量は（ユーザＡが最大の価
値を転送するよう公認されている場合）、ユーザＡの口座から削除され、そしてユーザＢ
の口座へ預けられる。ユーザＡの口座残高が、要求された交換を完了するために、最低限
のレベルを下回っている、または転送が必要である場合は、追加の資金または価値が、銀
行、クレジットカード、ＡＣＨ、またはユーザＡに関連する他の金融源から回収され得る
。ユーザのクライアントデバイスの両方が、新しい口座残高で更新される。
【００８２】
（価値交換の取消）
様々な状況において、ユーザは、価値交換を逆にしたり、取り消すことを望んだり、また
はそうする必要があり得る。例えば、別の当事者と取引を行おうと試みる間に、ユーザは
、不正確な識別子（存在しないメールアドレスまたは無効なメールアドレス、あるいは所
望の当事者以外の人に関連する有効な電子メールアドレスなど）を提供し得る。本発明の
１実施形態において、価値転送は、状況が保証されれば、行われ得ない。詳細には、交換
が行われる必要がないと判定される場合は、システムは、価値転送を取り消し、価値転送
を逆にし、価値転送の向きを変える（例えば、価値を第三の当事者へ転送する）、または
何か別の方法で価値転送を無効にし得る。
【００８３】
ユーザによって提供される取引当事者の識別子（例えば、電子メールアドレス）が、使用
不可能（例えば、無効）である場合は、ユーザは、転送を逆にするかまたは向きを変える
かどうかを特定し得、あるいはシステムが、債務不履行な活動を（例えば、価値をユーザ
に戻し）を適用し得る。この状況は、例えば、取引の他の当事者へ電子メール通知が配達
不可能である（例えば、正しくないアドレス、当事者の電子メールサーバが利用不可能で
ある）場合に生じ得る。
【００８４】
当事者の識別子が、有効な識別子であるが、意図された当事者と関連しない場合は、状況
を修正することがより難しくなり得る。例えば、取引が、すでに終了しており、そして価
値が、正しくない当事者へ貸方を記入された場合は、取引は、逆にできないことがあり得
る。開始ユーザは、もちろん、その当事者に接続し、そして価値を回収しようとする。
【００８５】
当事者の識別子が、有効であるが、意図した当事者と関連せず、そして取引がまだ終了し
ていない場合は、ユーザは、価値を回収でき得る。ある期間（例えば、６ヶ月）が、清算
していない取引を自動的に取り消しまたは逆にするために確立され得るし、またはその期
間中にユーザが取引の取消を要求し得る。例えば、ユーザが、取引を開始し、そして６ヶ
月後受領者がなお価値を請求していない場合は、システムは、自動的に転送を逆にするか
または取り消し得る。しかし、その時間までに、開始ユーザは、取引が無効にされること
を要求する必要があり得る。システムは、そうする前に正しくない当事者と連絡しようと
試み得る。
【００８６】
（発明の１実施形態における新しいユーザを登録する）
前に説明したように、本発明の１実施形態において、ユーザは、システムと取引を開始ま
たは終了し得る前に価値交換システムに登録されていなければならない。このセクション
は、新しいユーザを登録する１方法を説明する。その間、ユーザは、ユーザのクライアン
トデバイスがシステムおよび／または他のユーザのクライアントとインタラクトすること
が可能なように構成されたソフトウェアをダウンロードし、またはそうでなければソフト
ウェアを受信し得る。
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【００８７】
例示的に、新しいユーザは、システムウェブサイトを通して、ウェブ使用可能電話を介し
て、通常のボイス電話連絡を介して、電子または通常のメールを介して、など多くの方法
でシステムと登録し得る。ユーザが登録後システムを使用し得るアクセスのレベルまたは
程度は、ユーザの登録方法、どれだけの情報が登録中に提供されるか、情報のうちどれだ
けが検証されるか、などに依存している。例えば、ユーザが提供した電話番号、電子メー
ルアドレス、街路住所、および／または、他の情報が、すべて検証される場合は、ユーザ
は、より大きなシステムアクセスを与えられ、または、情報が正しくない、検証不可能、
または提供されない場合よりも多くの価値が関連する取引を行い得る。
【００８８】
本発明の１実施形態において、可能性のある新しいユーザは、図１のシステムの通信（例
えば、ウェブ）サーバ１０４に接続し、そして登録書式を完成する。好都合なことには、
登録プロセスは、安全なモードで（例えば、ＳＳＬ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｓｏｃｅｔｓ　Ｌａ
ｙｅｒ）で）行われる。登録形式は、名前、住所（例えば、街路）、電話番号（例えば、
日中の、夜間の、携帯の）などの個人情報を引き出し、または要求し得る。ユーザの口座
に関連する情報も要求され得る。例えば、電子メールアドレス、社会保証番号、セキュリ
ティ目的のために使用され得るいくつかの情報（例えば、母の旧姓）、などである。ユー
ザはまた、新しい口座のために使用されるパスワード、および／またはユーザのモバイル
デバイス上にシステムソフトウェアを起動するためのＰＩＮ（個人識別番号）を入力する
よう促され得る。例示的に、ユーザが、自分のモバイルデバイスを使用中に取引を開始ま
たは受け取りたい場合は、ユーザは、ソフトウェアが機能する前にＰＩＮを入力するよう
要求され得る。
【００８９】
ユーザは、システムを使用するための具体的な条件に同意するよう要求され得る。システ
ムは次に、ユーザによって提供される１つ以上の情報の部分を検証するよう試み得る。従
って、確認の通信が、ユーザの街路住所、電子メールアドレス、モバイルデバイス、など
へ送信され得る。確認の通信は、登録プロセスを完了または続けるために、ユーザがシス
テム（例えば、ウェブサーバ１０４）へ提供するよう命令されるコード（例えば、ＰＩＮ
）を含み得る。
【００９０】
新しいユーザが、スマート電話またはウェブ使用可能電話を使用して、システムと登録す
る本発明の１実施形態において、登録プロセスは、デバイスおよびそのようなデバイスの
制限された表示手段に合うよう調整され得る。従って、登録情報（例えば、電話番号、名
前）のいくつかは、電話または電話から受信される信号から派生し得る。そして、ユーザ
に要求された情報は、電話のキーパッドを通して入力されなければならない場合は、最小
限に減らされ得る。
【００９１】
例示的に、システムユーザに関連する情報のいくつかは、一意であることを要求され得る
。例えば、取引参加者がその電子メールアドレスによって識別され得る本発明の１実施形
態において、システムは、アドレスとユーザとの間の１対１のマッピングを要求し得る。
別の実施形態において、ユーザは、電話番号で識別可能であり得る。また、システムは、
各電話番号を１人のユーザとのみ関連させることを可能にし得るが、内線番号は、１つの
番号で到達可能な多くのユーザ間で区別するためにおそらく追加され得る。この制限の１
つの理由は、価値交換参加者が、既知であるまたは既知であり得る通常の識別子を使用し
て、別の参加者を識別することを可能にすることである。しかし、１つの別の実施形態に
おいて、ユーザは、口座番号、またはシステムによってあるいはシステムのために生成さ
れた他の識別子によって認識され得る。別の実施形態において、いくつかのまたは全ての
ユーザは、多くの識別子によって識別され得る。この場合、多くのユーザは、特定の識別
子（例えば、電子メールアドレス）に関連し得るが、またユーザを区別する他の識別子も
有し得る。
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【００９２】
ユーザがシステムと登録された後、ユーザは次に、資金を提供する最初の方法および／ま
たは債務不履行の方法を確立し得る。例えば、ユーザが価値を別の人へ転送する場合、ま
たは価値がユーザのシステム口座へ追加されなければならない他の時に、ユーザは、クレ
ジットカード、銀行口座、デビットカード、または請求される他の価値源を識別し得る。
ユーザのシステム活動上に置かれるシステムクレジットの量またはクレジットの制限は、
ユーザが使用する価値転送の形式、ユーザの金融機関によって公認されたクレジットまた
は価値転送のレベル、ユーザの個人または口座情報が検証される程度、などによって、一
部または全体的に決定され得る。例えば、ユーザの街路住所が検証され得ない（例えば、
ユーザが提供した住へ郵送されるコードを提示しない）、またはユーザのクレジットカー
ドの住所が、その郵便の住所と適合しない、あるいはユーザのクレジットカードの制限が
低い場合は、ユーザは、第一のシステム使用レベルに制限され得る。しかし、ユーザの個
人または金融情報が検証され、および／または、そのクレジットカードの制限がかなり高
い場合は、ユーザは、システムを通してはるかに多くの価値を転送することが可能であり
得る。すなわち、ユーザがシステムに提供する信用、認証、検証またはセキュリティのレ
ベルが、ユーザが与えられるシステム使用の量またはレベルに影響を及ぼし得る。
【００９３】
ユーザが、貸方または借方情報を提示するまで、ユーザのシステム制限は、ゼロで維持さ
れ得、これはユーザが価値を他の当事者へ転送するよう公認されていないことを示す。し
かし、ユーザは、ユーザが登録されるとすぐ、価値転送を受信でき得る。
【００９４】
ユーザはまた、直接預け入れ、個人小切手、電子口座振替、などを通して、自分のシステ
ム口座に価値を置くことができ得る。しかし、例示的に、これらの方法を介して提示され
る資金は、清算するまでは転送のために利用不可能である。ユーザは、価値を口座に預け
入れる（そして口座から価値を回収する）多くの方法を選択し得るし、そしてそれらの方
法を実施するために必要なすべての情報（例えば、銀行ルーティング、または口座番号）
を提供するよう要求され得る。
【００９５】
ユーザが価値交換を行うことを可能にするよう構成されたソフトウェアをダウンロードお
よびインストールし得る前に、登録は要求されてもよいし、されなくてもよい。ソフトウ
ェアのダウンロードは、登録プロセスの一部であり得るし、または、ユーザが登録する前
あるいは後で行われ得る。以下は、本発明の１実施形態によるソフトウェアのダウンロー
ド／インストールプロセスの説明である。
【００９６】
ソフトウェアを受信するために、ユーザはまず、クライアントデバイスを適切なサーバ（
例えば、図１のシステムの通信サーバ１０４または同期サーバ１０６）に接続する。ユー
ザは、ソフトウェアをダウンロードする選択をし、正しいソフトウェアが提供されるため
に自分のデバイスを識別する必要があり得る。登録ユーザはまた、自分をシステムに識別
し得る。この場合、システムは、ユーザがソフトウェアを最新にする必要があるかどうか
を、（例えば、ユーザのデバイスで通信すること、またはデータベース１０２中の口座情
報を参照することによって）自動的に判定し得る。
【００９７】
ダウンロードされるソフトウェアは、システムにアクセスするユーザの通常のまたは予想
される方法に依存し得る。例えば、ユーザがポータブルデバイスを使用する場合は、ダウ
ンロードされるソフトウェアは、システムと直接通信しおよびインタラクトできるよう特
定のデバイスに調整され得る。ポータブルデバイスが、システムと通信するために別のコ
ンピュータシステム（例えば、デスクトップまたはワークステーション、本明細書中で「
コンジット」と呼ばれるコンピュータ）とドッキングされるか、そうでなければ接続され
なければならない切断可能なデバイスである場合は、ダウンロードされるソフトウェアは
、切断可能なデバイスおよび／または他のコンピュータシステムのためのモジュールを含
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み得る。
【００９８】
適切なソフトウェアは次に、ユーザのデバイスにコピーされる。ユーザのデバイスの製造
者またはベンダーによっておそらく提供される他のソフトウェアは、システムのソフトウ
ェアを完全にインストールするために動作している必要があり得る。切断可能なポータブ
ル計算機器について、第一のソフトウェアのモジュールが、コンジットコンピュータ上に
インストールされ、その後デバイスは、デバイス上の第二のモジュールをインストールす
るためにドッキングされ得る。第一のモジュールは、ユーザのローカルに格納されたデー
タおよび情報を同期サーバ１０６と同期するよう構成され得、一方第二のモジュールは、
切断された取引を行い、その取引をコンジットコンピュータへ通信するよう構成され得る
。従って、取引が、切断中にクライアントと行われた後、コンジットコンピュータへ通信
され、コンジットコンピュータは次に、同期サーバ１０６と同期する。クライアントのソ
フトウェアモジュールは「ウォレット」アプリケーションとみなされ得る。
【００９９】
例示的に、新しいソフトウェアがダウンロードされた後、およびユーザがポータブルデバ
イスを使用して価値を別の人に転送できる前に、ユーザはシステムに認証される必要があ
る。従って、システムの１実施形態において、ユーザは、ユーザ名（例えば、口座名、電
子メールアドレス、または他のシステム識別子）、およびパスワードを入力する。コンジ
ットは、それを検証のためシステム（例えば、同期サーバ１０６、セキュリティサーバ１
１０）へ送信する。ユーザが検証された場合、１対の暗号鍵が（例えば、コンジットコン
ピュータまたはセキュリティサーバ１１０によって）生成される。説明された本実施形態
において、ユーザのコンジットコンピュータは、鍵の対を生成し、公開鍵を署名されるた
めにシステムへ送信する。署名された鍵は、暗号化された形式で（例えば、ユーザのＰＩ
Ｎで暗号化され）返送され得る。例示的に、秘密鍵および署名された公開鍵の両方が次に
、ユーザのポータブルデバイス上にのみ（すなわち、コンジット上ではなく）格納される
。
【０１００】
ユーザが新しいソフトウェア（新規なバージョン）をインストールする場合、未清算の取
引が自動的に（同期サーバ１０６で）清算され、またはアーカイブされ得る。ユーザが新
しいソフトウェアを異なるデバイス上にインストールする場合は、元のデバイス上のディ
ジタル証明書は、無効にされ得る。
【０１０１】
本発明の実施形態の上述の説明は、例示および説明だけの目的で与えられた。説明は、網
羅的である意図はなく、または開示された形式に本発明を制限する意図はない。従って、
上記の開示は、本発明を制限する意図はなく、本発明の範囲は、添付の請求によって規定
される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、本発明の１実施形態による価値交換取引を行うためのシステムを示す
ブロック図である。
【図２】　図２は、本発明の１実施形態による価値交換取引を行う１方法を示すフローチ
ャートである。
【図３】　図３は、本発明の１実施形態による、第一のユーザのモバイルクライアントデ
バイスで行われる第一のユーザから第二のユーザへの間接的な価値交換取引の１形態を示
す。
【図４】　図４は、本発明の１実施形態による、ユーザのモバイルクライアントデバイス
で行われる第一のユーザから第二のユーザへの直接的な価値交換の１形態を示す。
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